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第１章 経営戦略にあたって                

１ 経営戦略改定の目的 

大町市の下水道事業は、豊かな自然を守り、私たちが清潔で快適に暮らすために重要

な役割を担う事業であり、当市の大切な自然環境を未来に守り継いでいくための重要な

施策として、平成２年度より整備を開始し、令和５年度末下水道整備率は、89.6％となり

ました。しかし、少子高齢化の進展や節水意識の向上により、今後は下水道使用料収入が

減少していくことが見込まれ、今後の下水道事業経営環境は厳しい状況になることが見

込まれます。 

また、下水道施設の老朽化が進むにあたり、令和３年度に策定した「大町市下水道スト

ックマネジメント計画」に基づいて維持管理や改築更新を計画的に実施していく必要が

あります。 

このような状況下において、今後の下水道事業を安定的に継続するため、平成 29 年３

月に策定した経営戦略を見直し、新たに今後10年間の経営戦略として改定するものです。 

 

２ 計画期間 

   経営戦略の計画期間は、令和７年度から令和16年度までの10年間とします。 

 

３ 経営戦略の位置付け 

   本計画は、大町市第５次総合計画に定める下水道の整備と水洗化の促進を目指し、各

種構想や計画を反映して策定し、経営基盤の強化や財政マネジメントの向上に取り組む

ものです。 
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第２章 現状                       

１ 下水道事業の概要 

当市には、「公共下水道事業」「特定環境保全公共下水道事業」「農業集落排水事業」「小規

模集合排水処理事業」の４つの事業があり、それぞれ分流式による排除方式を採用してい

ます。また、事業の整備区域に含まれない地域については、合併処理浄化槽による個別処

理区域として、汚水処理に取り組んでいます。 

 

２ 事業の現況 

（１）公共下水道事業 

公共下水道事業は、主に市街地を中心とした「大町処理区」として、全体計画面積

821.0ha を有し、当市の下水道事業の根幹を成しております。平成２年度から本管工事と

ともに、下水処理施設である「大町浄水センター」の建設を進め、同９年３月から一部供

用を開始し、平成 22 年度までに主要な管渠の整備を概成しております。 

今後は、ストックマネジメント計画に基づき、施設の耐震化や機械・電気設備の更新、

管路施設の点検・調査を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公共下水道 大町浄水センター） 

（２）特定環境保全公共下水道事業 

特定環境保全公共下水道事業は、２つの処理区に分かれており、「仁科三湖処理区」は、

全体計画面積を 40.2ha とし、平成 11 年度に本管工事に着手、19 年度には主な工事を終

了しました。汚水は大町浄水センターで処理しています。 

「常盤処理区」は、全体計画面積を 422.0ha とし、平成５年度に建設工事に着手し、区

域内の管渠整備とともに、隣接する松川村と共同の下水処理施設である「松川浄水苑」の

建設を行い、同 12 年 10 月から一部供用を開始しました。 

松川浄水苑については、ストックマネジメント計画策定を行い、必要な施設や機器の

更新などを進めていく必要があります。 
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（特定環境保全公共下水道 松川浄水苑） 

（３）農業集落排水事業 

農業集落排水事業は、社の南部、八坂の切久保、野平、舟場の４つの処理区に分かれて

おり、このうち「社南部処理区」は、平成５年度に建設工事に着手し、８年度に本管工事

及び処理場の整備が終了、同９年３月から供用を開始しました。また、18 年の３市村の

合併以降、八坂地区の３つ処理場を含めた維持管理を行っています。 

社南部処理場については、隣接する市町村への事業統合について検討を進めていく必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（農集 社南部処理場）          （農集 切久保処理場） 

 

 

 

 

 

 

 

（農集 野平処理場）           （農集 舟場処理場） 

（４）小規模集合排水処理事業 

小規模集合排水処理事業は、小規模ではありますが、「八坂野平南」、「明野」の２つの

処理区に分かれています。 
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（小規模 明野処理場）          （小規模 野平南処理場） 

 

 

 

◆下水道事業の現況

公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業

大町処理区 仁科三湖処理区 常盤処理区

８２１．０ha ４０．２ha ４２２ha

地方公営企業法を全部適用（平成２６年４月）

平成８年度 平成１５年度 平成１２年度

２６年 １９年 ２２年

処　理　区

供用開始年度

経過年数

法適・非適区分

全体計画面積

松川村と共同の処理場
を使用

１０，３９０人 ４４０人 ４，９１５人

大町浄水センター 松川浄水苑

計画処理人口

下水処理施設

広域化・共同化等の

実施状況

大町処理区・仁科三湖処理区から排出される汚
水を処理

処　理　区 社南部処理区 切久保処理区 野平処理区

農業集落排水事業

供用開始年度 平成８年度 平成１０年度 平成１１年度

経過年数 ２６年 ２４年 ２３年

法適・非適区分 地方公営企業法を全部適用（平成２６年４月）

全体計画面積 ３９．０ha ８．０ha ５．４ha

計画処理人口 １，０５０人 ２３０人 ２００人

下水処理施設 野平処理場社南部処理施設 切久保処理場

広域化・共同化等の

実施状況

農業集落排水事業 小規模集合排水処理事業

実施していない

２４年 ２１年

法適・非適区分 地方公営企業法を全部適用（平成２６年４月）

処　理　区 舟場処理区 野平南処理区 明野処理区

供用開始年度 平成１２年度 平成１１年度 平成１３年度

広域化・共同化等の

実施状況

舟場処理場 野平南処理場

実施していない

（令和５年度末現在）

事　業　名

事　業　名

事　業　名

下水処理施設 明野処理場

全体計画面積 ４．２ha １．４ha １．８ha

計画処理人口 １６０人 ６０人 ６０人

経過年数 ２２年
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３ 下水道施設の更新費用 

下水道施設の将来更新費用は、令和 16 年度までの合計で約 68 億円が必要になると試算

されています。 

 

４ 下水道の普及と水洗化の状況 

  令和５年度末の公共下水道の普及率は、72.3％で、他の会計で実施されている農業集落

排水施設と合併処理浄化槽などを合わせると、大町市全体の下水道普及率は 94.5％とな

ります。 

下水道計画区域（認可区域）の下水道整備は、個別事情により整備できない一部の区域

を除き、概ね完了しています。 

また、公共下水道の水洗化人口は、令和５年度末で 13,988 人、水洗化率は 75.9％で前

年度に比べて 0.1 ポイントの微増にとどまっています。未接続世帯が下水道に接続できな

い主な理由は、経済的困難、高齢化や家屋の老朽化などによるもので、使用料の増収は見

込めない状況にあります。 

（R5 年度末現在） 

処 理 区 
共用開始 

区域内人口 
水洗化人口 水洗化率 

公 共 大町処理区 13,007 人 10,272 人 79.0％ 

特 環 常盤処理区 4,786 人 3,423 人 71.5％ 

仁科三湖処理区 683 人 293 人 45.9％ 

農 集 社南部処理区 573 人 523 人 91.3％ 

切久保処理区 74 人 67 人 90.5％ 

野平処理区 75 人 75 人 100.0％ 

舟場処理区 50 人 44 人 88.0％ 

小規模 野平南処理区 16 人 16 人 100.0％ 

明野処理区 53 人 34 人 64.2％ 

 

５ 組織体制 

当市の下水道事業に関する組織は、平成26年４月１日からの地方公営企業法の全部適用

と同時に水道課と下水道課の組織統合を図り上下水道課としました。また、組織体制の強

化を図るため、係の再編を行い令和６年４月１日より５係を４係としました。現在は、市

長を事業管理者として、上下水道事業をはじめ、温泉事業、浄化槽設置推進事業等の業務

を行っています。このうち下水道事業については、公共下水道事業会計（公共下水道事

業、特定環境保全公共下水道事業）と農業集落排水事業会計（農業集落排水事業、小規模

集合排水処理事業）の２会計４事業に取組んでいます。 
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６ 経営状況 

（１）下水道使用料の状況 

当市の下水道使用料は、公共下水道事業と農業集落排水事業において統一料金体系と

しており、基本使用料と超過使用料から構成される「二部使用料制」を採用していま

す。汚水の種類を「一般」と「公衆浴場」の２種類とし、それぞれ異なる基本使用料と

超過使用料を定めています。なお一般汚水の超過使用料は、汚水排除量が多くなるほど

単価が高くなる「累進使用料制」を採用しています。 

   消費税率の改定によるものを除いた直近の使用料改定は、平成25年度に4.6％の引き

上げを行ったものであり、その後３回の使用料の見直しについては、大町市水道事業等

経営審議会の答申を受けて、据え置きとなっています。 

●1カ月の使用料金表（消費税込み） 

 

経営係 企画係

（7名） （5名）

お客様係 経理係

（7名） （3名）

水道施設係 業務係

（5名） （2名）

下水道施設係 施設係

（3名） （6名）

温泉係 計17名

（3名）

計26名

下水道課

（課長以下18名）

（課長以下11名）

令和6年4月1日 現在

上下水道課

（課長1名）

平成25年4月1日 現在 平成26年4月1日 現在

水道課

上下水道課

（課長1名）

使用料

種別 汚水の量 金額 汚水の量 金額

11～20㎥ 209円

21～30㎥ 220円

31～50㎥ 231円

51～100㎥ 242円

101～300㎥ 264円

301～500㎥ 275円

501㎥以上 286円

44円

※月額料金は、基本使用料と汚水の量に応じた超過使用料との合計額

超過使用料（1㎥につき）

1㎥につき

基本使用料

一般

公衆浴場

10㎥まで 1,705円
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（２）企業債残高及び元金・利息の推移 

企業債残高は、令和元年度末には約88億円ありましたが、令和５年度末は、約66億円

まで減少しています。 

また、企業債の定時償還額は、元金と利息を合わせて令和元年度には約８億７千万円

でしたが、令和５年度は約８億９千万円となっています。現在、償還のピークを迎えて

いるため、令和８年度頃までは、定時償還額が多い状態が継続する見込みとなっていま

す。 

（３）一般会計繰入金 

一般会計繰入金は、国の繰入基準に基づくもので、令和元年度は約７億円、令和５年

度は約６億円となっており、事業経営をするにあたり貴重な財源となっています。 

（４）経営指標による現状分析 

①経営比較分析表 

経営比較分析表は、公営企業の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標について、

全国平均、類似団体平均との比較や分析で構成されており、総務省の指導により平成26

年度決算から全国の事業体が事業ごとに作成しています。本市の公共・特環・農集・小

規模の４事業の経営比較分析表は、別紙１のとおりです。 

②経営指標の状況 

   本市では、総務省から公開されている経営比較分析表のデータを基に、全国平均と類

似団体平均を比較対象として、レーダーチャートによる分析を行いました。外側に向か

うほど良い状態であることを表します。 

 ●経営指標の分析（令和４年度実績・全国平均を100とした場合の割合） 

 

※②累積欠損比率、⑩管渠老朽化率、⑪管渠改善率について、当市は0.0％であり、割合が

表示できないため上記の表からは割愛 

0

50

100

150

200

250
①経常収⽀⽐率

③流動⽐率

④企業債残⾼対
策事業規模⽐率

⑤経費回収率

⑥汚泥処理原価

⑦施設利⽤率

⑧⽔洗化率

⑨有形固定資産
減価償却率

公共下水道事業（公共・特環合算）

全国平均
類似団体平均
⼤町市



- 8 - 
 

 

※②累積欠損比率、⑩管渠老朽化率、⑪管渠改善率について、当市は0.0％であり、割合が

表示できないため上記の表からは割愛 

（５）経営の健全性・効率性 

  ①経常収支比率 

算出式 経常収益／経常費用×100 

指標の 

意味 

当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持

管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているのかを表す指標です。単

年度の収支が黒字であることを示す100％以上となっていることが必要で

す。 

R4数値 【公共】大町市 114.61 ／ 類似団体平均 106.82 ／ 全国平均 105.33 

【農集】大町市 141.20 ／ 類似団体平均 105.48 ／ 全国平均 104.51 

分析内容 経常収支比率は、両事業とも100％以上であり、全国平均及類似団体平均と比較

して良好な状況です。 

 

  ②累積欠損金比率 

算出式 当年度未処理欠損金／（営業収益－受託工事収益）×100 

指標の 

意味 

営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標であり、０％であることが

求められます。累積欠損金を有している場合は、０％となるよう経営改善

を図っていく必要があります。 

R4数値 【公共】大町市 0.00 ／ 類似団体平均  51.97 ／ 全国平均  34.54 

【農集】大町市 0.00 ／ 類似団体平均 475.91 ／ 全国平均 460.70 

分析内容 未処理欠損金は、両事業とも発生しておらず、良好な状況です。 

 

0

50

100

150

200

250
①経常収⽀⽐率

③流動⽐率

④企業債残⾼対策
事業規模⽐率

⑤経費回収率

⑥汚泥処理原価

⑦施設利⽤率

⑧⽔洗化率

⑨有形固定資産減
価償却率

農業集落排水事業（農集・小規模合算）

全国平均
類似団体平均
⼤町市
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③流動比率 

算出式 流動資産／流動負債×100 

指標の 

意味 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。１年以内に支払うべき債

務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す100％以上である

ことが必要です。 

R4数値 【公共】大町市  45.54 ／ 類似団体平均 48.26 ／ 全国平均 58.85 

【農集】大町市  87.50 ／ 類似団体平均 67.33 ／ 全国平均 66.91 

分析内容 流動比率は、公共では全国平均及び類似団体平均を下回っており、農集について

は、全国平均及び類似団体平均を上回っています。 

両事業とも100％を下回っており、支払い能力を高めるための経営改善（料金改

定等の検討など）を図る必要があります。 

 

④企業債残高対事業規模比率 

算出式 （企業債現在高合計－一般会計負担額）／（営業収益－受託工事収益－雨

水処理負担金）×100 

指標の 

意味 

使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指

標です。明確な数値基準はありません。 

R4数値 【公共】大町市 1,783.63／類似団体平均 1,195.02／全国平均   917.47 

【農集】大町市 1,509.12／類似団体平均 1,195.74／全国平均 1,152.78 

分析内容 企業債残高対事業規模比率は、全国平均及び類似団体平均と比較すると両事業と

も高い状態です。起債残高は減少しているため、今後も緩やかに低下していく見

込みです。 

 

⑤経費回収率 

算出式 下水道使用料／汚水処理費（公費負担分を除く）×100 

指標の 

意味 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標

です。使用料水準等を評価することが可能で、使用料で回収すべき経費を

全て使用料で賄えている状況を示す100％以上であることが必要です。 

R4数値 【公共】大町市 148.89 ／ 類似団体平均 73.11  ／ 全国平均 85.70 

【農集】大町市  74.90 ／ 類似団体平均 43.95 ／ 全国平均 46.09 

分析内容 経費回収率は、全国平均及び類似団体平均と比較すると両事業とも上回っている

状態です。 

 

⑥汚水処理原価 

算出式 汚水処理費（公費負担分を除く）／年間有収水量 

指標の 

意味 

有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維

持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。明確な

数値基準はありません。 
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R4数値 【公共】大町市 137.20 ／ 類似団体平均 231.89 ／ 全国平均 179.46 

【農集】大町市 262.94 ／ 類似団体平均 421.18 ／ 全国平均 404.33 

分析内容 両事業とも、全国平均を下回っています。今後も汚水処理に係るコストを削減で

きるよう努めます。 

 

⑦施設利用率 

算出式 晴天時一日平均処理水量／晴天時現在処理能力×100 

指標の 

意味 

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割

合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標です。明確な数値基

準はありません。 

R4数値 【公共】大町市 51.07 ／ 類似団体平均 44.19 ／ 全国平均 50.66 

【農集】大町市 50.83 ／ 類似団体平均 43.07 ／ 全国平均 43.20 

分析内容 両事業とも、人口減少により施設利用率が下がってきております。 

 

⑧水洗化率 

算出式 現在水洗便所設置済人口／現在処理区内人口×100 

指標の 

意味 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している

人口の割合を表した指標です。使用料収入の増加等の観点から100％になる

ことが望ましい指標です。 

R4数値 【公共】大町市 75.81 ／ 類似団体平均 82.84 ／ 全国平均 90.75 

【農集】大町市 91.07 ／ 類似団体平均 87.25 ／ 全国平均 88.64 

分析内容 公共については、全国平均及び類似団体平均を下回っています。農集は、ほぼ同

水準となっています。今後も訪問活動などの水洗化の促進に取り組みます。 

 

（６）老朽化の状況 

⑨有形固定資産減価償却率 

算出式 有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原

価×100 

指標の 

意味 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表

す指標で、資産の老朽化度合を示しています。明確な数値基準はありませ

ん。 

R4数値 【公共】大町市 25.25 ／ 類似団体平均 23.85 ／ 全国平均 33.87 

【農集】大町市 24.42 ／ 類似団体平均 30.22 ／ 全国平均 24.54 

分析内容 両事業とも全国平均を下回っています。今後、施設の老朽化が進んでいくことか

ら、計画的に改築・更新を進める必要があります。 
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⑩管渠老朽化率 

算出式 法定耐用年数を経過した管渠延長／下水道布設延長×100 

指標の 

意味 

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合

を示しています。明確な数値基準はありません。 

R4数値 【公共】大町市 0.00 ／ 類似団体平均 0.01 ／ 全国平均 3.83 

【農集】大町市 0.00 ／ 類似団体平均 0.00 ／ 全国平均 0.00 

分析内容 両事業とも法定耐用年数（50年）を経過した管渠はありません。 

 

⑪管渠改善率 

算出式 改善（更新・改良・維持）管渠延長／下水道布設延長×100 

指標の 

意味 

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや

状況を把握できるものです。明確な数値基準はありません。 

R4数値 【公共】大町市 0.00 ／ 類似団体平均 0.09 ／ 全国平均 0.18 

【特環】大町市 0.00 ／ 類似団体平均 0.02 ／ 全国平均 0.00 

分析内容 管更生工事は実施しておりません。 

 

７ 民間活力の利用・資産の活用状況 

下水道の処理場とマンホールポンプ場の運転管理業務については、包括的民間委託方式

を導入し、平成26年４月より公益財団法人長野県下水道公社と委託契約を結んでいます。

同公社は、県内多くの処理場において同種業務を受託していることから、当市でもこのス

ケールメリットを利用し、事業に係る経費低減や技術面での創意工夫に取り組んでいま

す。また、処理場から排出された汚泥については、民間企業へ外部委託し、セメント原料

や肥料に再利用しています。 

資産活用については、現在、処理場施設内への太陽光パネルの設置・活用を検討してお

り、民間企業と連携を行いながら資源活用に向けて進めてまいります。 

 

８ 下水道事業の今後の事業予測と見通し 

（１）下水道処理区域内人口の予測 

処理区域内とは、公共下水道に接続可能な区域のことをいいます。 

処理区域内人口の予測の推計にあたっては、国立社会保障・人口問題研究所（社人

研）による将来推計人口における減少率を採用し、推計しました。 

処理区内人口は年々減少し、令和16年度には、2,412人減の16,631人になると予測さ

れます。 
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（２）水洗化人口の予測 

過去５年間の平均増減率を採用し、向こう10年間に当てはめると、令和16年度は令和

６年度と比べ、696人減少すると予測されます。 

 

（３）水洗化率の予測 

水洗化人口は減少傾向にありますが、下水道処理区域内は既に主な管渠整備が完了し

ており、下水道が使える区域内で、今後、土地利用や開発等に伴うと共に水洗化率の向

上により、下水道への接続が少しずつ増えるものと予測します。 
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（４）有収水量の予測 

有収水量は、人口減少と水洗トイレ等の節水型機器普及により減少傾向が続くと予測

します。ただし、特環は新規工場進出等により微増すると予測しています。 

 

（５）収入の見通し 

①下水道使用料収入 

人口減少に伴う有収水量の減少により、下水道使用料収入は減収が見込まれます。し

かし、常盤処理区においては企業の進出等もあり、収入の微増が予想されます。引き続

き、中長期的な展望や不確実性等を注視しながら、法に定める使用料算定の基本原則に

基づき、使用者に対し過度な負担とならないよう、適正な使用料収入の確保に努めま

す。 

②一般会計繰入金（他会計補助金） 

当市の下水道事業をはじめとする公営企業会計では、国の公営企業繰入基準に基づく

多額の繰入金を受け入れる必要があります。過去に借り入れた企業債の残高は、令和５

年度末で約66億円あり、毎年約８億円の元利償還金を支出していますが、令和４年度か

ら８年度にかけて償還のピークを迎えます。償還の財源は下水道使用料ですが、これだ

けでは不足するため、一般会計からの繰入金も貴重な財源としています。今後も財政部

局と連携を図り、適正な繰入れを行いながら事業運営に努めます。 

（６）雨水対策の見通し 

近年、全国では大規模災害が頻繁に発生し、集中豪雨や土砂災害などの自然災害によ

る被害が激甚化しています。当市においても、異常気象などの影響に伴う大型台風の襲

来や局地的な集中豪雨等は、既存水路の排水能力を大きく上回る雨量をもたらした影響

で、特に中心市街地では、道路の冠水や住宅等への浸水被害が度々発生する深刻な事態

となりました。 

市はこのような自然災害の被害抑制に向けた具体的な雨水対策事業として、「大町市

第５次総合計画」における施策の中で、「中心市街地の雨水配水対策」を掲げ、雨水渠

等の整備による浸水被害の低減・解消を目的した、雨水渠「１号町川分水幹線（バイパ

ス管路）」の整備を平成27年度から令和元年度にかけて行い、中心市街地の雨水災害の

軽減が図られました。 

1,813,070 1,802,974 1,792,879 1,782,783 1,772,688 1,762,592 
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今後も、過去の災害の経験を踏まえ、雨水対策による地域防災力の向上を図り、被害

の最小限度に抑え、速やかな復旧・復興を可能とする強靭化に向け、取り組んでいきま

す。 

（７）施設の見通し 

これまで下水道施設の改築については、「下水道長寿命化支援制度」に基づく施設の長

寿命化計画を策定し、下水道としての適正な機能を確保するため一体的な範囲を対象と

して、施設の点検・調査を行い、予防的な管理と長寿命化を含む計画的な改築に取り組ん

でいます。平成 27 年 11 月の下水道法改正に伴い、国において維持修繕基準が定められ

たことを踏まえ、今後は管渠や処理場などの下水道施設全体の状態について、中長期的

に予測しながら維持管理目標を定め、施設の計画的な改築とともに、効率的な管理に努

めます。 

下水道処理場のうち、大町浄水センターについては、令和３年度にストックマネジメ

ント実施計画を策定し、今後、計画的な更新工事をはじめ、持続的な機能確保や、ライフ

サイクルコストの低減を図ります。また常盤処理区については、松川浄水苑を処理場と

していることから、松川村が事業主体となり、ストックマネジメント全体計画の策定を

今後予定しています。 

  管渠については、コンクリート製や塩ビ製、陶製品等の管種により整備されており、

古いもので供用開始時に敷設し、28 年を経過した管があります。また、下水道の整備は、

自然流下方式を基本としていますが、土地の形状により、ポンプによる整備を行ってい

る地域もあり、ポンプ場の吐出口に設置されたマンホール（会合点）等では硫化水素が

発生し、著しく腐食している箇所もあることから、今後計画的な改修が必要となります。 

（８）組織の見通し 

  現在４係、部長以下 23 名の職員体制（会計年度任用職員含む）で下水道及び水道等の

業務を行っておりますが、特に技術職の確保が難しい状況となっています。今後の人口

減少を見据え、職員の確保や係の再編による組織体制の強化や技術の継承などにも人事

部局と連携を図りながら取り組んでいく必要があります。 
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第３章 経営の基本方針                  

当市の下水道事業は、平成８年度の供用開始以降、公衆衛生の向上と河川等の公共用水

域の水質改善に大きな役割を果たしてきました。しかし、人口減少や水洗トイレ等の節水

型機器の普及等により、有収水量は今後も減少していくことに加え、施設の老朽化など、

事業を取り巻く環境は一層厳しいものとなっていくことが予測されます。 

このことから、公共下水等事業の経営方針として、「大町市第５次総合計画」に定める

「下水道の整備と水洗化の促進」を基に、施設の能率的かつ適切な維持管理とともに、適

正な収支構造に基づく経営の健全化に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大町市第５次総合計画 

【第４章 豊かな自然を守り快適に生活できるまち】第3節 快適な生活環境の形成 

５ 下水道の整備と水洗化の促進 

具体的な施策 内     容 

健全な下水道事業の推進 
・資産の適正管理と有効活用を図るアセットマネジメントの推進

と維持管理の効率化 

施 設 の 適 切 な 更 新 
・公共下水道や農業集落排水施設のストックマネジメント計画に

基づく計画的な施設更新 

水 洗 化 の 促 進 
・公共下水道や農業集落排水施設への接続促進 

・合併処理浄化槽の設置と適切な維持管理の促進 

下 水 道 処 理 広 域 化 の 検 討 ・近隣自治体との施設の共同化等による広域化の検討 

 

大町市第５次総合計画 

【第３章 だれもが健康で安心して暮らせるまち】第4節 市民生活の安全の確保 

具体的な施策 内     容 

中心市街地の雨水配水対策 ・雨水渠等の整備による浸水被害の低減・解消 
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第４章 下水道事業の投資・財政計画            

１ 投資・財政計画（収支計画） 

下水道事業会計の投資・財政計画は、別紙２、３のとおりです。本計画は、事業の区分

にとらわれず、下水道事業全体を見通す総合的な視点から策定しています。 

 

２ 投資について 

（１）目標 

下水道の水洗化率は、年々少しずつ上昇しておりますが、令和５年度末 75.9％ と

なっています。今後も普及啓発活動を継続し、下水道への接続や浄化槽の設置を促進

し水洗化率の向上を目指します。 

施設や管路については、策定したストックマネジメント計画に基づき、費用を平準

化しつつ、施設等の改築更新や管路の調査を進めます。 

また、雨水管渠におきましては、老朽化した管渠の更新を計画的に推進します。 

●数値目標 

目標項目 R5 年度実績 R11 年度目標 R16 年度目標 

水洗化率※１ 75.9％ 76.2％ 80.0％ 

水洗化率※２ 90.2％ 91.5％ 93.0％ 

水洗化率※３ 81.2％ 83.0％ 84.5％ 

※１ 公共下水道事業の水洗化率  ※２ 農集事業（小規模含む）の水洗化率 

※３ 下水道事業（農集、浄化槽含む大町市全体）の水洗化率 

（２）事業計画（計画期間内の主な内容） 

    別紙４ 年度別事業計画参照 

 

３ 財源について 

（１）目標 

人口減少に伴い使用料収入が減少し、維持管理費が増加する状況が見込まれる状況

において、健全経営を維持していくため、経営指標に関する目標を以下のとおり設定

します。 

●数値目標 

目標項目 R4 年度実績 目  標 

経常収支比率 
公共：114.61％ 農集：141.20％ 

（下水道事業：116.80％） 
100％以上（毎年度） 

経 費回収率 
公共：148.89％ 農集： 74.90％ 

（下水道事業：143.80％） 
100％以上（毎年度） 

   ※公共（公共下水道事業と特定環境保全公共下水道の合算） 

   ※農集（農業集落排水事業と小規模集合排水処理事業の合算） 

   ※下水道事業（公共、特環、農集、小規模の合算） 
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（２）積算の考え方 

使用料収入 汚水量及び下水道使用件数等を基に算出 

企業債 建設改良事業の実施予定により推計 

一般会計負担金 現行の一般会計負担基準により算出 

国庫補助金 現行の国庫補助金制度により算出 

その他収益 個別の実績ベースで積算 

（３）下水道使用料について 

下水道事業の経費回収率は、100％以上を維持していますが、将来の経営見通しで

は、下水道使用料等の料金収入は減少していくと見込まれ、下水道使用料金等の見直

しが必要になると想定されている。下水道使用料料金等の見直しについては、大町市

水道事業等経営審議会を開催し検討していきます。 

 

（４）経費回収率向上に向けたロードマップ 

国土交通省より令和２年に各種通知[a]が発出されています。これらの通知において

は、資本費を含む使用料対象経費に対する経費回収率を100％以上とすることが目指

すべき指標のひとつであることに鑑み、令和２年度以降、少なくとも５年に１回の頻

度で、投資・財政計画の期間中に経費回収率の向上に向けた収支構造の適正化に係る

具体的取組及び実施予定時期を記載したロードマップを経営戦略に明記することが求

められています。 

また、以下のいずれかに該当する場合は、社会資本整備総合交付金の重点配分の対

象としないこととされました。 

 

・経費回収率向上に向けたロードマップに定めた業績目標を達成できない場合 

・令和７年度以降、供用開始後30年以上経過しているにも関わらず、使用料単価が

150円/㎥未満であり、かつ経費回収率が80％未満、かつ15年以上使用料改定を行って

いない場合 

将来の推計においては、当市の経費回収率は当面100％以上を維持できる見込みで

367,992 365,952 363,911 361,871 359,830 357,790 
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千円 使⽤料⾦⾒込み（税抜き）

公共使⽤料 農集使⽤料
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す。現時点では下水道使用料等水準は適正であると判断していますが、毎年度、経営

戦略の進捗状況の確認を行い、水洗化の普及啓発活動の継続等により経営の健全化を

図るとともに、下水道使用料等改定の必要性について検討しつつ、経費回収率100％

以上を維持します。 

表 経費回収率 100％以上を維持するための主な取り組みと目標値・目標年限 

 

[a]令和２年３月31日付国官会第29901号「社会資本整備総合交付金交付要綱の改正について」、令和

２年７月22日付事務連絡「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事

項」 

（５）企業債について 

    今後の企業債の借入については、できる限り事業費の平準化を図るように努めま

す。 

 

（６）一般会計負担金 

    公営企業として地方公共団体が運営する下水道事業については、その経費は原則、

当該事業の経営に伴う収入（企業債による収入を含む。）をもってこれに充てなけれ

ばならないとされています。（独立採算制の原則） 

投資財政計画 ⾒直し

R15 R16

経営指標の検討 毎年度実施

項⽬及び具体的取組
年度

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

下⽔道使⽤料の改定検討 改定
検討

改定
検討

⾒直し ⾒直し

業務⽬標
経常収⽀⽐率

100％以上を維持

経費回収率
100％以上を維持

改定
検討

⽔洗化率向上に向けた取組
（⼾別訪問、促進通知の発送等）

5,914 5,591 5,468 5,398 5,274 5,217 5,089 4,986 4,897 4,801 4,519 
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百万円 償還残⾼の⾒込み（公共・農集合算）



- 19 - 
 

  その一方で、独立採算によることが客観的に困難であると認められる経費について

は、一般会計等において負担することが認められております。（経費負担区分の原

則） 

    今後は、経営の合理化を図りながら、適正な使用料収入の確保に努め、一般会計負

担金の抑制に努めます。 

 

 

４ 投資以外の経費について 

（１）積算の考え方 

人件費 過去の人事院勧告等の伸びなどを考慮し推計 

維持管理費 過去の実績を基に、物価上昇を加味して推計 

 

５ 今後の課題と取り組むべき方向性 

（１）施設整備計画・経営計画による取組み 

現在、公共下水道の施設整備は、主な汚水管渠工事が概成し、新規投資は一段落し 

ています。今後は、下水道処理場の機械設備等の更新や、宅地造成に伴う管渠整備、公

共桝設置などが主なものとなりますが、今後、老朽化施設の増大に伴う改築需要に適

切に対応し、計画的な点検・調査及び修繕・改築を行い、持続的な下水道機能の確保と

ライフサイクルコストの低減を図ることが重要となります。 

経営面においては、今後さらに、高齢化や人口減少が進むことで、水洗化率の低下 

や有収水量の減少が見込まれることから、段階的な収支計画の見直しも必要となりま

す。また、事業の継続には、下水道サービスを利用する市民の理解と協力が不可欠であ

り、経営審議会を通じた経営状況の「見える化」に努めるとともに、下水道管理者とし

て、今後さらなる下水道への接続促進や水洗化人口の増加に向けた積極的な経営努力

を徹底していくことが重要となります。 

（２）事業連携に向けた取組み                  

長野県と市町村が将来に向けて連携しながら生活排水対策の取り組みを進めていく

ための「持続可能な生活排水対策ビジョン」として平成 27 年度に策定した「水循環・

578 548 513 487 462 473 451 447 454 468 490
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百万円 ⼀般会計負担⾦の⾒込み（公共・農集合算）
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資源循環のみち構想」は、令和４年度に見直しを行い、「水循環・資源循環のみち 2022」

構想として改定されています。 

この計画は、県と市町村が一体となって策定を行うもので、改定版では、当市の下水

道事業における施設の整備計画や経営計画に加えて、水環境保全の啓発活動や下水道

未普及地域への対策、さらには、今後の人口減少や施設の老朽化に伴い増加する建設

改良費の対策として、施設統合や自治体間での共同・広域化とともに、これらに併せた

処理方法の見直しなどに向けた検討を進めていくこととしています。 

（３）今後の投資について 

①広域化・共同化・最適化について  

現在、常盤処理区については、隣接する松川村内の処理場（松川浄水苑）におい

て共同処理を行っています。今後、近隣の事業体とともに、下水道汚泥や処理場の

広域化や維持管理の共同化などについて調査・研究を重ね、より効率的かつ安定的

な事業運営に向けた検討を進めます。 

②投資の平準化について 

各事業においてストックマネジメント全体計画の策定や見直しを行い、施設の持

続的な機能確保やライフサイクルコストの低減に努めるとともに、将来必要となる

経費について中長期的な視点から投資の平準化に向けた検討を進めます。 

③民間活力の活用について 

現在、下水道の処理場とマンホールポンプの運転管理について、包括的民間委託

により、公益社団法人長野県下水道公社へ委託していますが、将来、管路の維持管

理も含めた業務委託について検討を進めます。 
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第５章 経営戦略の事後検証等               

経営戦略は、将来にわたり安定的に必要な住民サービスの提供を維持することを目的とし

ていることから、ＰＤＣＡサイクル（計画（Plan）→ 実行（Do）→ 点検･評価（Check）→ 

再検討･改善（Action））を確立し、経営のあり方や事業の見直しについて検討します。 

そのため進捗管理を適時に行い、今後の事業運営に大きな影響を及ぼす場合には、計画期

間の途中であっても経営戦略を見直します。 

経営戦略の改定にあたっては、大町市上下水道事業経営審議会に諮り、ホームページ等で

公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マネジメントサイクル 

ＰＤＣＡの構築 

Ｐｌａｎ 

Ｃｈｅｃｋ 

Ａｃｔｉｏｎ 

計画 

経営戦略において 
事業⽬標を設定する 

Ｄｏ 

実⾏ 

事業計画に沿った、 
事業の実施 

再検討･改善 

計画を再精査し、改善に努める 

点検･評価 

毎年の実施状況評価 
⽬標に対する進捗評価 
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別
紙

１
　

経
営

比
較

分
析

表
（

１
）

公
共

下
水

道
事

業
　



有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
は
償
却
が
進
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
。
な
お
、
管
渠
は
、
償
却
が
早

い
も
の
で
も
3
0
年
程
度
残
っ
て
い
る
。
処
理
場
施
設
も
適
時

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
実
施
し
、
適
切
な
維
持
管
理
に
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
仁
科
三
湖
処
理
区
の
汚
水
が
流
入
す
る
大
町
浄
水
セ
ン

タ
ー
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
度
に
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
全
体
計
画
を
策
定
し
た
。
今
後
、
計
画
的
に
更
新
工
事
を

進
め
て
い
く
。
ま
た
、
常
盤
処
理
区
の
汚
水
が
流
入
す
る
松

川
浄
水
苑
は
、
平
成
2
6
年
度
に
長
寿
命
化
計
画
策
定
し
更
新

工
事
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
、
大
町
浄
水
セ
ン

タ
ー
と
同
様
に
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
を
策
定
し
計

画
的
に
更
新
を
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

2
.

老
朽

化
の

状
況

全
体

総
括

　
下
水
道
事
業
は
、
公
共
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
位
置
付
け
が

高
い
。
ま
た
、
整
備
時
の
企
業
債
残
高
が
多
額
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状

況
で
あ
る
。

　
将
来
の
管
渠
や
処
理
場
施
設
の
更
新
に
向
け
、
水
洗
化
率

の
向
上
や
経
営
の
効
率
化
を
図
り
、
経
営
戦
略
や
収
支
計
画

に
基
づ
い
た
健
全
経
営
を
行
っ
て
い
く
。

※
「
経
常
収
支
比
率
」
、
「
累
積
欠
損
金
比
率
」
、
「
流
動
比
率
」
、
「
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
」
及
び
「
管
渠
老
朽
化
率
」
に
つ
い
て
は
、
法
非
適
用
企
業
で
は
算
出
で
き
な
い
た
め
、
法
適
用
企
業
の
み
の
類
似
団
体
平
均
値
及
び
全
国
平
均
を
算
出
し
て
い
ま
す
。

5
,
4
3
1

4
.
3
0

1
,
2
6
3
.
0
2

【
】

令
和

4
年

度
全

国
平

均

処
理

区
域

面
積

(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.

老
朽

化
の

状
況

に
つ

い
て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

分
析

欄

1
.

経
営

の
健

全
性

・
効

率
性

1
.

経
営

の
健

全
性

・
効

率
性

に
つ

い
て

当
市
の
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
は
、
公
共
下
水

道
事
業
と
同
一
の
経
理
と
し
て
い
る
。

　
２
つ
あ
る
処
理
区
の
う
ち
、
仁
科
三
湖
処
理
区
の
汚
水
は

当
市
の
公
共
下
水
道
へ
流
出
し
て
い
る
。
常
盤
処
理
区
の
汚

水
は
隣
接
す
る
松
川
村
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
へ
流
出

し
、
松
川
村
と
共
同
処
理
を
し
て
お
り
、
当
市
は
負
担
金
を

支
出
し
て
い
る
。

　
流
動
比
率
は
起
債
元
金
償
還
等
の
現
金
・
預
金
減
少
に
よ

る
、
流
動
資
産
減
少
に
よ
っ
て
減
少
し
て
い
る
。

　
企
業
債
残
高
対
事
業
規
模
比
率
が
高
い
要
因
と
し
て
、
処

理
区
域
内
の
人
口
密
度
が
低
い
う
え
管
渠
延
長
が
長
く
、
工

事
費
が
多
額
と
な
り
企
業
債
が
膨
ら
ん
だ
こ
と
、
ま
た
、
主

な
工
事
が
平
成
2
3
年
度
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、

企
業
債
残
高
が
高
止
ま
り
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
経
常
収
支
比
率
や
経
費
回
収
率
が
類
似
団
体
平
均
よ
り
高

い
の
は
、
広
域
処
理
に
よ
る
処
理
場
維
持
管
理
経
費
が
低
く

抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
人
件
費
等
の
経
常
的
な
経
費
を

公
共
下
水
道
事
業
で
負
担
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た

め
汚
水
処
理
原
価
は
類
似
団
体
平
均
に
比
べ
低
い
。

　
一
方
、
水
洗
化
率
の
低
さ
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
訪
問

相
談
員
に
よ
る
戸
別
訪
問
相
談
を
実
施
す
る
等
の
接
続
促
進

策
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
特
に
高
齢
化
率
が
県
下
1
9
市
の

中
で
も
高
く
、
高
齢
世
帯
に
理
解
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

非
常
に
困
難
な
状
況
で
あ
る
。
水
洗
化
率
の
低
い
地
域
を
特

定
し
て
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
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設
置
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率
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業
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模

比
率
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費
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率
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原
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較

分
析

表
（

２
）

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業



経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

4
年

度
決

算
）

長
野

県
　

大
町

市

業
務

名
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3
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(
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値
（
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和
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均

分
析

欄

1
.

経
営

の
健

全
性

・
効

率
性

1
.

経
営

の
健

全
性

・
効

率
性

に
つ

い
て

当
市
の
農
業
集
落
排
水
事
業
は
、
社
南
部
、
切
久
保
、
野

平
、
舟
場
の
４
つ
の
処
理
区
に
分
か
れ
て
汚
水
処
理
を
し
て

い
る
。

　
経
常
収
支
比
率
は
1
0
0
％
を
超
え
て
い
る
が
、
公
共
下
水

道
事
業
や
特
環
下
水
道
事
業
と
同
一
の
使
用
料
水
準
と
し
、

収
支
不
足
を
基
準
外
繰
入
で
補
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
流
動
比
率
は
、
流
動
負
債
の
減
（
起
債
の
元
金
償
還
額
減

少
）
に
よ
り
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　
企
業
債
残
高
対
事
業
規
模
比
率
が
高
い
要
因
と
し
て
、
処

理
区
域
内
の
人
口
密
度
が
低
い
う
え
に
山
間
地
と
い
う
地
理

的
要
因
に
よ
り
管
渠
延
長
が
長
く
、
工
事
費
が
多
額
と
な
り

企
業
債
が
膨
ら
ん
だ
こ
と
に
伴
い
、
償
還
開
始
か
ら
2
5
年
経

過
し
た
現
在
も
企
業
債
残
高
が
高
止
ま
り
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
令
和
３
年
度
を
ピ
ー
ク
に
企
業
債
残
高
は
徐
々
に

減
少
に
転
じ
て
い
る
。

　
経
費
回
収
率
は
、
使
用
料
収
入
が
前
年
度
よ
り
減
少
し
た

た
め
、
経
費
回
収
率
減
少
に
つ
な
が
っ
た
。

　
施
設
利
用
率
は
、
5
2
.
2
6
%
と
減
少
し
た
。
今
後
、
区
域
内

の
人
口
減
少
に
よ
る
有
収
水
量
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
。

　
水
洗
化
率
は
、
9
0
％
を
超
え
て
い
る
が
、
今
後
も
接
続
促

進
を
進
め
た
い
。

資
金

不
足

比
率

(
％

)

-
8
6
.
9
2

3
.
0
1

6
3
.
6
6

3
,
7
9
0

有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
は
償
却
が
進
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
。
な
お
、
管
渠
は
、
償
却
が
早

い
も
の
で
も
3
0
年
程
度
残
っ
て
い
る
。
処
理
場
施
設
も
適
時

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
実
施
し
、
適
切
な
維
持
管
理
に
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
平
成
2
6
年
度
よ
り
施
設
機
能
診
断
を
行
い
、
令
和
２
年
度

に
切
久
保
処
理
場
の
改
修
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、
社
南
部
処
理
区
に
お
い
て
不
明
水
調
査
を
行
い
、
複
数

年
に
渡
っ
て
修
繕
を
計
画
し
て
い
る
。

2
.

老
朽

化
の

状
況

全
体

総
括

　
農
業
集
落
排
水
事
業
を
含
む
下
水
道
事
業
は
、
公
共
イ
ン

フ
ラ
と
し
て
の
位
置
付
け
が
高
い
。
ま
た
、
整
備
時
の
企
業

債
残
高
が
多
額
で
あ
る
こ
と
や
、
維
持
管
理
経
費
を
使
用
料

収
入
だ
け
で
は
賄
え
な
い
こ
と
か
ら
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰

入
金
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。

　
将
来
の
管
渠
や
処
理
場
施
設
の
更
新
に
向
け
、
水
洗
化
率

の
向
上
や
経
営
の
効
率
化
を
図
り
、
経
営
戦
略
や
収
支
計
画

に
基
づ
い
た
健
全
経
営
を
行
っ
て
い
く
。

※
「
経
常
収
支
比
率
」
、
「
累
積
欠
損
金
比
率
」
、
「
流
動
比
率
」
、
「
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
」
及
び
「
管
渠
老
朽
化
率
」
に
つ
い
て
は
、
法
非
適
用
企
業
で
は
算
出
で
き
な
い
た
め
、
法
適
用
企
業
の
み
の
類
似
団
体
平
均
値
及
び
全
国
平
均
を
算
出
し
て
い
ま
す
。
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欄

1
.

経
営

の
健

全
性

・
効

率
性

1
.

経
営

の
健

全
性

・
効

率
性

に
つ

い
て

当
市
の
小
規
模
集
合
排
水
処
理
事
業
は
、
農
業
集
落
排
水

事
業
と
同
一
の
経
理
と
し
て
い
る
。
明
野
処
理
区
、
野
平
南

処
理
区
の
２
処
理
区
に
分
か
れ
て
汚
水
処
理
を
し
て
い
る
。

　
経
常
収
支
比
率
は
1
0
0
%
を
超
え
て
い
る
が
、
公
共
下
水
道

事
業
や
特
環
下
水
道
事
業
と
同
一
の
使
用
料
水
準
と
し
、
収

支
不
足
を
基
準
外
繰
入
で
補
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
流
動
比
率
は
、
他
会
計
補
助
金
等
の
現
金
・
預
金
増
加
に

よ
る
、
流
動
資
産
の
増
加
に
よ
り
増
加
し
た
。

　
企
業
債
残
高
対
事
業
規
模
比
率
が
高
い
要
因
と
し
て
、
処

理
区
域
内
の
人
口
密
度
が
低
い
う
え
に
山
間
地
と
い
う
地
理

的
要
因
に
よ
り
管
渠
延
長
が
長
く
、
工
事
費
が
多
額
と
な
り

企
業
債
が
膨
ら
ん
だ
こ
と
に
伴
い
、
償
還
開
始
か
ら
約
2
5
年

が
経
過
し
た
現
在
も
企
業
債
残
高
が
高
止
ま
り
と
な
っ
て
い

る
。
今
後
大
規
模
な
施
設
改
修
に
伴
う
、
企
業
債
借
入
が
無

け
れ
ば
令
和
1
2
年
度
に
償
還
が
終
了
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

　
経
費
回
収
率
は
、
使
用
料
収
入
は
例
年
同
様
で
あ
っ
た

が
、
修
繕
費
等
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
経
費
回
収
率
は
前

年
度
よ
り
上
昇
し
た
。
そ
れ
ら
の
要
因
に
よ
り
汚
水
処
理
原

価
は
減
少
し
た
。

　
施
設
利
用
率
は
、
前
年
同
様
と
な
っ
た
。
今
後
、
区
域
内

の
人
口
減
少
に
よ
る
有
収
水
量
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
。

　
水
洗
化
率
は
、
水
洗
化
人
口
の
減
少
に
よ
り
8
3
.
3
3
％
に

減
少
し
て
い
る
。
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減
価
償
却
率
は
償
却
が
進
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
。
な
お
、
管
渠
は
、
償
却
が
早

い
も
の
で
も
3
0
年
程
度
残
っ
て
い
る
。
処
理
場
施
設
も
適
時

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
実
施
し
、
適
切
な
維
持
管
理
に
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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状
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全
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小
規
模
集
合
排
水
処
理
事
業
を
含
む
下
水
道
事
業
は
、
公

共
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
位
置
付
け
が
高
い
。
ま
た
、
整
備
時

の
企
業
債
残
高
が
多
額
で
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■ 維持管理費

事業の管理運営に必要な経費のこと。「人件費」（職員の給与費等）や「物件費」（管渠の清掃費、電気代

等の動力費、薬品費、施設の補修費、委託費等）のこと。

■ 一般会計繰入金

地方公営企業法第１７条の２の「経費負担の原則」の規定に基づき、下水道使用料を充てることが適当でな

い経費等について、一般会計から下水道事業会計に繰り入れるもの。毎年、総務省より示される繰出基準に

よるもの（基準内）と、それ以外の政策的経費によるもの（基準外）とに分類される。

■ 営業外収益

預貯金などから生じる受取利息など、金融財務活動その他主たる営業活動以外の原因から生じる収益。他会

計補助金、長期前受金戻入、雑収益が計上される。

■ 営業外費用

企業債の支払利息などの金融財務活動に伴う費用及び事業の経営活動以外の活動によって生じる費用。支払

利息、過年度分下水道使用料の還付など雑支出が計上される。

■ 営業収益

主たる営業活動から生じる収益。下水道使用料、他会計負担金が計上される。

■ 営業費用

主たる営業活動のために生じる費用。管渠費、処理場費、個別排水処理費、総係費、減価償却費などが計上

される。

■ 汚水処理原価

有収水量１立方メートル当たりの汚水処理費。低いほど１立方メートル当たりの処理費が安いため効率的と

言える。

【汚水処理原価（円／立方メートル）＝汚水処理費／年間有収水量】

■ 汚水処理施設

下水道施設や浄化槽などの家庭や事業所などから出る汚水を処理する施設の総称のこと。

■ 汚水処理人口

まちに住んでいる人のうち、下水道、合併浄化槽などの汚水処理施設が整備された区域に住んでいる人口を

さす。

■ 合併浄化槽

し尿と台所、風呂、洗濯、洗面所などの生活雑排水を合わせた生活排水を処理する浄化槽のこと。

■ 管渠改善率

当該年度に更新した管渠延長の割合を表したもの。これにより管渠の更新ペースや状況を把握でき、数値が

２％の場合、すべての管路を更新するのに５０年かかる更新ペースであることが把握できる。

【管渠改善率（％）＝管渠更新（更生）延長／下水道布設延長×100】

■ 企業債

地方公営企業の資産取得など財源として起こされた地方債（長期借入金）のこと。

■ 企業債償還金

下水道事業経営戦略　用語集
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企業債（建設するときに借りたお金）に対する返済金のこと。元金（実際に借り入れた額）の支払額を企業

債償還元金といい、資本的支出の一部として計上する。また、利子の支払額を企業債支払利息といい、収益

的支出の一部として計上する。

■ 基準内繰入金・基準外繰入金

毎年４月に総務省から出される「地方公営企業繰出金」通知により、一般会計（公費）が負担すべき経費の

算定基準が示され、その基準による繰入金を「基準内繰入金」、それ以外の政策的経費による繰入金を「基

準外繰入金」としている。

■ 供用開始

下水道管が敷設され、公共桝へ排水設備を接続することにより下水道が利用可能となること。

■ 繰入金

公営企業の目的とされる事業の遂行に必要な財源に対して、必要により一般会計から繰り入れられた資金の

こと。

■ 経営指標

経営分析を行うにあたって、具体的に事業の実態がどのようになっているのか把握し経営改善につなげるた

め、財務諸表等の数値から適切な経営判断をする項目。

■ 経営戦略

将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な投資・財政計画。

■ 経常収支比率

経常費用（営業費用＋営業外費用）が経常収益（営業収益＋営業外収益）によって、どの程度賄われている

かを示す指標。この比率が１００％未満である場合、収益（稼いだお金）で費用（支払うお金）を賄えず経

常損失が生じていることを意味する。

■ 経費回収率

使用料で汚水処理費を回収している割合のこと。高いほど経営が健全であると言える。

【経費回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×100】

■ 下水道

下水を排除するために設置された、下水管・排水渠などの排水施設と、排水施設に接続して下水を処理する

処理施設、排水施設と処理施設を補完するために設置されるポンプ施設をまとめて下水道という。

■ 下水道使用料（使用料）

下水道の維持管理経費等の経費に充てるため、条例に基づき使用者から徴収する使用料。原則、水道使用水

量に応じて積算する。

■ 下水道普及率

行政人口のうち、下水管渠が整備されており下水道を利用できる人の割合を指す。下水道の整備状況を表す

指標として用いられている。

■ 減価償却費

固定資産の取得原価を、利用する各年度の費用として割り当て、投下資本を回収する会計処理のこと。

■ 建設改良費

主に下水道の施設整備や改築に使われる経費。

■ 広域化

経営基盤や技術基盤の強化を地域の実情に応じて事業統合や共同経営だけでなく、管理の一体化等の多様な

形態など、市町村の連携体制を構築すること。

■ 公共下水道



市街地の雨水を速やかに排除し、また、汚水を終末処理場で処理して河川に放流するもので、市町村が主体

となって行なう最も一般的な下水道のこと。

■ 公共ます

道路に埋設された下水管と家庭や事業所等に設置された排水設備を接続し、下水管へ汚水・雨水を排出する

公共ますより下水管側の管理は市となるための桝。

■ 工事負担金

地方公営企業が開発行為者や他企業などから依頼を受けて当該事業の施設工事を行う場合に、その工事に係

わる負担として依頼者から納付する金銭的給付。

■ 資金不足比率

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の

度合いを示すもの。地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、この率が経営健全化基準（２０％）

以上である場合、経営の健全性が確保出来ていないとして、「財政健全化計画」を定めなければならない。

■ 施設利用率

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施設の利用状況や適正

規模を判断する基準となり、一般的には高い数値であることが望ましい。

【施設利用率（％）＝晴天時一日平均処理水量／晴天時現在処理能力×100】

■ 資本費平準化債

下水道整備は先行投資が多額にも関わらず、供用開始当初は利用者が少ないため、過大な使用料負担を求め

ることになり世代間の公平に反してしまう。これを解消するため、下水道事業債の償還財源として資本費平

準化債を活用することにより後年度に負担を繰延べすることができる。

■ 終末処理場

下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる

処理施設及びこれを補完する施設をいう。【下水道法第２条第６項に規定されています。】下水処理場と同

意。

■ 純利益（純損失）

総収益－総費用の計算式で求められる。

■ 使用料単価

使用料対象水量１立方メートル当たりの使用料収入額。高いほど料金水準が高いと言える。

【使用料単価（円／立方メートル）＝使用料収入／年間有収水量】

■ 処理区域

排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、公示された区域のこと。

■  処理区域内人口

供用開始後公示済区域内の人口のこと。

■ 水洗化

宅地内の排水設備を下水道や浄化槽などの汚水処理施設に接続し、汚水処理を行うこと。

■ 水洗化人口

処理区域内人口のうち、水洗便所を設置している（水洗化を完了している）人口のこと。

■ 水洗化率

処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口割合。
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【水洗化率（％）＝水洗化人口／処理区域内人口×100】

■ ストックマネジメント

既存の構造物（ストック）を有効に活用し、長寿命化を図る体系的な手法のこと。多様化する現在の需要に

対して、既存構造物の計画的な評価、保全が求められており、ただ単純に古くなったからという理由で構造

物を解体して新築（改築）を繰り返す、いわゆる「スクラップ＆ビルド」とは異なる手法である。

■ 耐用年数

施設が使用に耐える年数。一般的な下水道環境の下で適切に維持管理が行われている場合、管渠、ポンプ場、

処理場の土木・建築構造物でおおむね５０年、機械・電気設備でおおむね１０～３０年とされている。標準

耐用年数は、固定資産が使用できる期間として法的に定められた年数であり、減価償却の計算期間となる。

■ 長期前受金戻入

減価償却が取得経費を使用期間全体に割り振る一方、その財源を収益として割り振ること。長期前受金戻入

は、あくまでも帳簿上の処理で、実際の現金処理はない。

■ 特定環境保全公共下水道

公共下水道の一種であり、市街化区域以外にある農村部の生活環境の改善、あるいは湖沼等の自然環境の保

全を目的としている。

■ 特別利益・損失

事業の通常の経営に伴うものではなく、その発生の事実が過去の年度に属すると考えられる収入及び支出や、

災害損失等のため臨時かつ巨額の支出が必要とされるものなど、経常的な損益計算に算入されないもの。主

に特別利益は退職給付引当金戻入など引当金の戻入が計上され、特別損失は過年度修正損を計上する。

■ 普及率

下水道を利用できる人口の割合。

【下水道普及率（％）＝処理区域内人口／行政区域内人口×100】

■ 不明水

汚水管に管きょ継手部やマンホールの蓋穴等から何らかの理由で、流れ込んできた雨水や地下水等で、処理

水量から有収水量を除いた水量のこと。

■ 分流式下水道

汚水と雨水とを別々の管渠で排除する下水道のことをいう。この場合、汚水だけが下水処理場に流入し、雨

水は側溝等から河川等にそのまま放流する。

■ 包括的民間委託（包括委託）

民間事業者（受託者）が一定の要求水準（性能要件）を満足する条件で、施設の運転・維持管理について受

託者の裁量に任せられる、性能発注の考え方に基づく委託方式。

■ 補助金

国庫補助金と一般会計補助金がある。

■ ポンプ場

下水は処理場まで自然流下で流れるのが原則ですが、管渠が深くなりすぎたり、地形的に自然流下が困難な

場合等に、揚水する（汲み上げる）ために設ける施設のこと。
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■ マンホール

下水管渠と地上を結ぶ施設で、下水管渠の清掃・換気・点検・検査等を目的として設けられる施設。一般に

下水道管渠が合流する箇所や、勾配・管径の変化する箇所並びに維持管理上必要な箇所に設ける。

■ 流動資産

資産のうち、現金預金、未収金などのように販売過程を経ないで容易に現金化されるものであり、短期負債

の償還に充てることができるもの。

■ 流動負債

負債のうち、事業の通常の取引において１年以内に償還しなければならない短期の債務。

■ 流動比率

流動負債に対する流動資産の割合を表すもので、短期債務（一年以内に返済期日が到来する債務）に対する

支払能力を判断するために使用される指標。

■ 類似団体

総務省の下水道事業経営指標より、下水道事業を運営する全国の団体を、規模別、地理的条件別、事業進捗

度別に分類した同じグループの団体のこと。

■ 累積欠損金

各事業年度の営業活動の結果生じた欠損金が、多年度にわたって累積したもの。

ら　行




